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（目的） 

第１条 この規程は、日本年金機構業務方法書（方針第３号。以下「業務方法書」

という。）第１０条の規定に基づき、日本年金機構（以下「機構」という。）の

業務（日本年金機構法（平成１９年法律第１０９号。以下「法」という。）第

２７条及び附則第１８条の規定により機構が行うこととされた業務をいう。

以下同じ。）の外部委託に関し必要な事項を定めることにより、その適正かつ

円滑な実施を図ることを目的とする。 

 

（外部委託の基準） 

第２条 機構は、法第３１条第１項の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準

（平成２１年厚生労働省告示第９５号）に従い外部委託をするものとする。 

 

第２章 外部委託する業務の管理体制 

 

（外部委託管理責任者） 

第３条 本部に、外部委託する業務の横断的な管理を行う責任者として、外部委

託管理責任者を置く。 

２ 外部委託管理責任者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める部

署の長をもって充てるものとする。 

（１）法第３８条に規定する年金個人情報を取り扱う業務に係る外部委託 品

質管理担当部署 

（２）システムの開発、管理、運用及び保守業務に係る外部委託 システム企画

担当部署 

（３）前２号に掲げる業務以外の業務に係る外部委託 調達担当部署 

 

（外部委託業務責任者） 

第４条 本部に、外部委託する個々の業務に関する管理を行う責任者として、外

部委託業務責任者を置く。 

２ 外部委託業務責任者は、外部委託する業務を所管する各事業担当部（室）長

（調査室長、広報室長、総務室長及び地域部長を除く。）及び年金センター長

をもって充てる。 

 

第３章 外部委託契約を締結しようとする場合における事前手続 

 

（事業の企画段階における管理） 

第５条 外部委託業務責任者は、法第３８条に規定する年金個人情報を取り扱

う業務を外部委託しようとするときは、要領に定めるところにより、外部委託

管理責任者に報告しなければならない。 

２ 外部委託管理責任者は、前項の業務が組織横断的な管理を要する案件とし

て要領で定めるものに該当すると認める場合は、その業務の外部委託業務責

任者（その業務の所管が複数の部（室）にわたる場合にあっては、外部委託管

理責任者が指名する者とする。）に対し、日本年金機構組織規程（規程第２号）
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第６８条に規定する検討チームの設置を指示するものとする。 

 

（調達委員会による事前審査等） 

第６条 外部委託業務責任者は、業務の外部委託に係る契約（以下「外部委託契

約」という。）を締結しようとするときは、次に掲げる事項について、事前に、

外部委託管理責任者の承認を受けなければならない。 

 （１）委託する業務の内容及び範囲 

 （２）業務を委託する期間 

 （３）委託を必要とする理由 

 （４）業務に係る実行予算額 

 （５）その他必要な事項 

２ 外部委託業務責任者は、前項の承認を受けた案件のうち、日本年金機構会計

規程（規程第５０号。以下「会計規程」という。）第２６条に規定する調達委

員会の審査を要するものについては、調達委員会に付議し、その審査を受けな

ければならない。 

 

（理事長の承認） 

第７条 外部委託業務責任者は、次に掲げる事由に該当する外部委託契約を締

結しようとする場合には調達委員会に付議する前に、事業の実施に関する事

項とともに、前条第１項各号に掲げる事項について、決裁文書を作成し、理事

長までの承認を受けなければならない。 

（１）概算所要見込額が１億円以上の契約 

（２）概算所要見込額が５００万円以上の随意契約（日本年金機構調達委員

会細則（細則第２８号）第３条第４号及び第５号に掲げる随意契約に限

る。） 

（３）サービス品質に関する合意（以下「ＳＬＡ」という。）に契約更新の条

件を盛り込んだ一般競争入札に該当する場合 

（４）外部委託管理責任者が特に必要と認めた案件 

２ 調達担当部署の長は、前条第２項の規定により調達委員会の審査を受けた

ときは、当該審査結果を理事長まで報告するとともに、外部委託契約締結の承

認を受けなければならない。 

   

第４章 外部委託契約の締結 

 

（外部委託契約の方式） 

第８条 外部委託契約は、業務方法書及び会計規程に定めるところにより、次の

いずれかの方式によることとする。 

（１）一般競争入札（総合評価落札方式を含む。） 

（２）随意契約 

 

（受託者の選定に当たって事前に確認すべき事項） 

第９条 業務を外部委託する相手方（以下「受託者」という。）の選定に当たっ
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ては、次の各号に掲げる事項について事前に確認を行い、受託者として不適切

と認める者については、当該業務を委託しないものとする。 

 （１）事業の経営状況 

 （２）利害関係者の在籍状況 

 （３）個人情報の管理体制 

 （４）社会保険料等の納付状況 

 （５）反社会的勢力との関連の有無 

（６）重大な法令違反その他社会的信用を損ねる行為の有無 

 

（契約書に記載すべき事項等） 

第１０条 外部委託契約の締結は、要領で定める契約書を標準として（以下「標

準契約書」という。）、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成すること

によって行われなければならない。 

（１）契約の目的に関する事項 

（２）契約の金額に関する事項 

（３）契約保証金に関する事項 

（４）履行期限に関する事項 

（５）履行場所に関する事項 

（６）ＳＬＡに関する事項 

（７）受託者からの情報の取得に関する事項 

（８）秘密保持及び個人情報管理に関する事項 

（９）再委託に関する事項 

（１０）非常災害発生時における緊急対応に関する事項 

（１１）受託者からの定期的な報告並びに機構の行う監督及び立入検査に関

する事項 

（１２）業務が完了した際の報告に関する事項 

（１３）国による調査実施への協力に関する事項 

（１４）契約代金の支払又は受領の時期及び方法に関する事項 

（１５）契約の変更又は解除に関する事項 

（１６）債務不履行の場合における受託者の責任及び外部委託に関連して発

生するおそれのある損害の負担に関する事項 

（１７）契約における紛争の解決方法に関する事項 

２ 外部委託業務責任者は、受託者が業務の実施により機構に損害を及ぼすお

それがあると認めるときは、当該受託者に相当の担保の提供を求める等の措

置を講じなければならない。 

 

（サービス品質に関する合意（ＳＬＡ）） 

第１１条 機構は、前条第１項第６号の規定による事項については、仕様書にお

いて、その業務の範囲、内容及び水準を明確に盛り込むものとする。 

２ 前項の場合において、サービスの質が定量的に把握できる業務については、

数値目標を明確にするように努めるものとする。 
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（受託者からの情報の取得） 

第１２条 機構は、受託者が業務の遂行上作成し又は取得した文書について、機

構が必要と認める場合において、速やかに提出させるための必要な措置を講

じなければならない。 

 

（秘密保持及び個人情報管理） 

第１３条 外部委託業務責任者は、受託者に対し、保有個人情報について、その

漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるこ

とを求めるものとする。 

２ 外部委託業務責任者は、受託者に対し、その業務に関して知り得た秘密につ

いて、その漏えいの防止その他の秘密の保護のために必要な措置を講じなけ

ればならない。 

 

（再委託） 

第１４条 外部委託業務責任者は、受託者に、外部委託した業務の全部を一括し

て第三者に再委託させてはならない。 

２ 外部委託業務責任者は、受託者が当該業務の一部を再委託する場合は、次に

掲げる事項を明らかにした上で、事前に機構の承認を受けさせなければなら

ない。 

（１）再委託する業務の範囲 

 （２）再委託を行うことの合理性及び必要性 

 （３）再委託先の履行能力及び報告徴収 

 （４）その他必要な事項 

３ 外部委託業務責任者は、受託者が当該業務の一部を再委託する場合は、受託

者に対し、受託者が負うものと同様の義務を再委託した相手方に負わせる契

約を締結させなければならない。 

 

（外部委託契約の解除） 

第１５条 外部委託業務責任者は、受託者が、次の各号のいずれかに該当する場

合には、外部委託契約を解除しなければならない。ただし、当該契約の存続が

機構の利益に適合すると認められる場合には、この限りではない。 

（１）正当な事由なくして契約期間内に履行を完了しなかったとき又は履行

完了の見込みがないとき。 

（２）受託者が仕様書等に定める業務履行体制を確保できないと認められる

とき。 

（３）契約の履行につき不正行為があったとき。 

（４）故意に機構の職員の指揮監督に従わなかったとき。 

（５）その他機構に不利益を及ぼすと認められるとき。 

２ 外部委託業務責任者は、受託者から提供されるサービスの品質が、外部委託

契約の締結の際に定められたＳＬＡに達しない場合で、かつ、その改善の見込

みがないときは、必要に応じ当該契約を解除することができる。 
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（複数年契約の活用） 

第１６条 外部委託契約を締結するに当たっては、複数年契約（契約期間が１年

を超える契約をいう。以下同じ。）を締結することにより、機構の業務の効率

化に資するものと認められるものについては、複数年契約を積極的に活用す

るものとする。 

２ 機構が前項に基づき外部委託契約を締結することができる期間は、特別の

事情がある場合を除き、法第３３条第２項第１号の中期目標の期間の範囲内

とする。 

 

（外部委託契約管理台帳） 

第１７条 外部委託管理責任者は、外部委託契約管理台帳を作成し、外部委託契

約の内容について管理を行うものとする。 

２ 前項の外部委託管理台帳の作成に関し必要な事項は、要領で定める。 

 

第５章 外部委託した業務の監視及び事故発生時における対応 

 

（外部委託した業務の監視） 

第１８条 外部委託業務責任者は、受託者から業務の実施状況について、定期的

に報告を受けなければならない。 

２ 外部委託業務責任者は、前項の報告のほか、必要と認めるときは、業務の実

施状況について、報告を求めなければならない。 

３ 外部委託業務責任者は、必要と認めるときは、立入検査等のモニタリングを

実施しなければならない。 

４ 外部委託業務責任者は、外部委託した業務が完了したときは、その成果及び

それに要した経費について報告書を提出させるものとする。 

 

（監視に当たって留意すべき事項） 

第１９条 外部委託業務責任者は、外部委託した業務の管理に当たっては、次の

各号に掲げる事項について留意しなければならない。 

（１）外部委託した業務の進捗状況 

（２）個人情報の管理状況 

（３）法令の遵守状況 

 

（監視結果の報告） 

第２０条 外部委託業務責任者は、第５条第１項に規定する業務について、 要

領に定めるところにより、第１８条に規定する業務の監視に係る結果を外部

委託管理責任者に報告しなければならない。 

 

（受託者からの報告体制） 

第２１条 外部委託業務責任者は、受託者（受託者がその業務の一部を再委託し

た場合における再委託した相手方を含む。）について、外部委託を受けた業務

の実施に関し、契約の内容に適合した履行が困難であると認められるときは、
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速やかに報告をさせる措置を講じなければならない。 

２ 外部委託業務責任者は、前項の報告を受けたときは、速やかにリスク管理担

当部署の長へ報告しなければならない。 

３ リスク管理担当部署の長が前項の報告を受けたときは、速やかに理事長へ

報告しなければならない。併せて、リスク管理担当部署の長は、第３条第２項

各号に定める部署、コンプライアンス担当部署、監査担当部署及びその他関係

部署に報告するものとする。 

 

（事故発生時の厚生労働省への報告） 

第２２条 機構は、外部委託した業務の実施に関し、個人情報の漏えいその他政

府管掌年金事業の適正な運営に重大な支障を及ぼすおそれがあると認めると

きは、速やかに厚生労働省に報告しなければならない。 

 

第６章 結果の分析、評価及び公表 

 

（結果の分析、評価及び公表） 

第２３条 外部委託業務責任者は、業務の外部委託による当該業務運営の効率

化等に関する結果について、分析及び評価を行い、外部委託管理責任者に報告

しなければならない。 

２ 外部委託管理責任者は、前項の報告について、横断的な分析及び評価を行い、

当該分析及び評価の結果を常勤役員会に報告しなければならない。 

３ 外部委託管理責任者は、前項の分析及び評価の結果、必要と認めるときは、

外部委託業務責任者に対し、改善指示を行うとともに、要領で定める標準契約

書又は標準仕様書の書式の変更等の必要な措置を講じなければならない。 

４ 外部委託業務責任者は、法第５１条第２項の規定に基づき、業務の外部委託

による当該業務運営の効率化等に関する結果を公表するものとする。 

５ 受託者が当該業務の内容及び結果を公表しようとするときは、事前に書面

により機構の同意を得なければならない。 

 

第７章 所有権 

 

（財産の所有権の帰属） 

第２４条 機構が指定するものを除き、受託者が業務の委託契約に基づいて製

造し又は取得した財産の所有権は、機構に帰属する。 

２ 機構は、前項において機構に帰属した財産を、受託者の希望により貸与し、

又は原則として有償で譲渡することができる。 

 

第８章 雑則 

 

（基本計画に定められていない業務の委託） 

第２５条 機構は、法附則第３条第１項に規定する基本計画において、法第３１

条第１項の規定により委託する業務として定められていない業務を委託しよ
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うとするときは、事前に、厚生労働大臣に協議し、承認を得なければならない。 

（労働者派遣の場合の取扱い） 

第２６条 機構は、機構の業務を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣

労働者の保護等に関する法律（昭和６０年法律第８８号）に基づき、派遣労働

者に行わせる場合においては、同法及びその他関係法令を遵守するほか、当該

業務の適正な実施を図るため、この規程に準じた措置を講じるものとする。 

２ 前項の場合における必要な事項は、要領で定める。 

 

（規程の改廃） 

第２７条 この規程の改廃については、理事会が決定する。 

 

（実施に関する事項） 

第２８条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、

要領で定める。 

 

附 則 

 

（施行期日） 

第１条 この規程は、平成２２年１月１日から施行する。 

 

 （経過措置） 

第２条 この規程は、この規程の施行の日前において、国が、機構が締結するこ

ととなる契約に係る公告その他の準備行為を行い、施行日以降において機構

が締結する契約については、適用しない。 

 

(外部委託業務責任者に関する経過措置) 

第３条 当分の間、刷新システム開発部長は、第４条第２項に規定する外部委託

業務責任者とみなす。 

 

 


